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随時監査（工事監査）の結果について（提出）  

 

地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき、随時監査（工事監査）を実施し

ましたので、同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり提出します。  



随時監査（工事監査）結果報告書 

 

１ 監査の基準 

  館林市監査基準（令和２年館林市監査委訓令第１号）  

 

２ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第５項に規定する随時監査（工事監査）  

 

３ 監査の対象 

  （１）対象工事 第二小学校区放課後児童クラブ新築工事 

  （２）所管部局 健康こども部こども課  

 

４ 監査の実施期間 

  令和７年１１月２８日から令和８年３月２４日まで 

 

５ 監査の着眼点 

土木・建築等の工事の執行に関して、設計・施工面で効果的、合理的かつ適正

に執行されているか  

 

６ 監査の実施内容 

本市の建築工事の執行に関し、業務の適正化、円滑化を図るとともに設計・施工及

び監督業務等の総合的な技術面の向上を図るため計画・設計・積算・契約・施工・検

査及び監督業務について、契約関係書類及び設計図書等の関連書類の調査、関係職

員等から説明を聴取するとともに、工事の現地を確認した。 

なお、工事に関する専門的知識を必要とするため、公益社団法人大阪技術振興協会に

技術調査を業務委託し、技術士の派遣を求め監査を実施した。  

 

７ 監査の結果 

  技術士から提出された技術調査報告書、関連書類の調査及び関係職員等から

聴取した説明を総合的に検討した結果、監査対象とした建築工事の執行につい

ては、設計・施工面で効果的、合理的であり、概ね適正であると認められた。  
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